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3
月
23
日
参
議
院
議
員
会

館
１
０
１
会
議
室
に
お
い
て

「
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
不
当
解
雇
撤
回

を
め
ざ
す
院
内
集
会
」
が
開

催
さ
れ
、
延
べ
で
２
０
０
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

集
会
は
国
民
共
闘
共
同
代

表
・
金
澤
全
労
協
議
長
の

「
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
の

闘
い
は
、
司
法
の
決
定
が
出

さ
れ
た
今
、
国
と
Ｊ
Ａ
Ｌ
が

交
渉
相
手
に
な
る
。
労
働
法

制
改
悪
反
対
の
闘
い
の
中
心

課
題
の
一
つ
と
し
て
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
。
」
と
の
開

会
の
挨
拶
で
開
始
さ
れ
ま
し

た
。今

村
弁
護
士
か
ら
は
、
こ

れ
ま
で
の
判
決
内
容
に
つ
い

て
、
①
労
働
者
の
生
活
と
権

利
よ
り
も
企
業
再
生
を
優
先

す
る
も
の
、
②
人
権
尊
重
や

民
主
主
義
的
な
価
値
よ
り
も
、

企
業
利
益
や
国
家
主
義
的
な

価
値
に
重
き
を
お
く
も
の
、

③
自
民
党
憲
法
改
正
案
の
先

取
り
で
あ
る
等
と
報
告
が
さ

れ
ま
し
た
。

各
界
か
ら
の
発
言
で
は
、

当
支
え
る
会
の
代
表
世
話
人

で
あ
る
浅
倉
む
つ
子
早
稲
田

大
学
大
学
院
教
授
か
ら
別
掲

の
発
言
を
い
た
だ
き
、
争
議

団
に
勇
気
を
与
え
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
争
議
の
取
材
を
続

け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
北

さ
ん
は
、
何
故
、
経
営
責
任

が
問
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
？

何
故
、
あ
れ
も
こ
れ
も
隠
さ

れ
て
い
る
の
か
？
何
故
、
稲

盛
氏
が
証
言
し
た
よ
う
に
経

営
上
必
要
な
か
っ
た
解
雇
が

強
行
さ
れ
な
お
解
決
し
て
い

な
い
の
か
？
を
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
タ
ー
を
使
い
な
が
ら
説
明

さ
れ
ま
し
た
。

国
労
小
池
執
行
委
員
か
ら

は
「
最
高
裁
決
定
は
許
せ
な

い
。
勝
利
す
る
ま
で
支
え
る
。
」

と
の
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。院

内
集
会
に
は
、
社
民
党
、

共
産
党
、
民
主
党
、
維
新
の

党
、
生
活
の
党
か
ら
出
席
が

あ
り
、
ど
の
議
員
も
、
不
当

決
定
に
怒
り
、
国
会
で
追
及

し
た
い
と
発
言
し
て
い
た
だ
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き
ま
し
た
。

飯
田
乗
員
副
団
長
が
Ｉ
Ｌ

Ｏ
本
部
訪
問
の
報
告
を
行
い

（
詳
細
は
当
通
信
19
号
を
参

照
）
、
内
田
客
乗
団
長
か
ら

「
私
達
の
闘
い
は
安
全
を
確

立
す
る
闘
い
。
職
場
復
帰
ま

で
あ
き
ら
め
ず
に
闘
う
。
」

と
更
な
る
支
援
を
呼
び
か
け

ま
し
た
。

最
後
に
国
民
共
闘
共
同
代

表
・
糸
谷
全
国
港
湾
委
員
長

よ
り
「
こ
の
闘
い
は
世
界
の

常
識
を
広
げ
る
闘
い
。
非
常

識
は
司
法
で
あ
り
最
高
裁
で

あ
る
。
な
ん
と
し
て
も
１
６

５
名
を
職
場
に
戻
し
た
い
。
」

と
閉
会
挨
拶
が
さ
れ
、
院
内

集
会
が
終
了
し
ま
し
た
。

励
ま
す
会
に
対
し
て
も

不
当
な
対
応
の
Ｊ
Ａ
Ｌ

3
月
26
日
励
ま
す
会
の
醍

醐
東
大
名
誉
教
授
、
萬
井
龍

谷
大
学
名
誉
教
授
と
事
務
局

が
「
解
雇
撤
回
を
求
め
る
申

入
れ
書
」
を
持
参
し
て
Ｊ
Ａ

Ｌ
に
不
当
解
雇
撤
回
を
要
請

し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
は
担
当
者
も
受
け

取
り
を
拒
否
と
い
う
不
当
な

対
応
に
終
始
。
許
さ
れ
な
い
！
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浅倉むつ子さんの発言内容

「2011年3月11日、あの東日本大震災が発生しました。そして、その日は偶然にも、まさにJALの整理解

雇事件の口頭弁論が東京地裁で開始した日でもありました。

そして、あれから丸４年がたちました。被災地では、原発事故の被害が収束どころか拡大しています。

でも、その中でも、けっして諦めずに、反原発・復興のために希望を捨てずに戦い続けている人たちがい

ます。

JALの整理解雇事件でも同じです。裁判が始まってから丸4年の間、地裁、高裁、最高裁と、不当で理不

尽な判決が続きました。しかし、原告のみなさんは、全国各地に支

援の運動を拡大しながら、希望を捨てずに戦い続けてきました。み

なさんの堂々とした姿をみるにつけ、私は、人間の底力というもの

を感じます。この4年の間、人間の尊厳と誇りを失わずに、毅然とし

て理不尽なことに「ノー」と言い続けてきたみなさんから、私たち

は大きな勇気と希望をいただいてきました。この場で、私は、心か

ら、お礼と連帯の気持ちをお伝えしたいと思います。

本件をめぐる裁判所の判断は、私たち労働法を研究する者にとっ

て大きな課題を残しました。そもそも、人員整理解雇は、通常の解

雇と異なり、労働者にはいっさい帰責事由がないにもかかわらずなされる解雇ですから、当然のことなが

ら、それが許容される4要件の適用にあたっては、きわめて厳格な判断が要求されるはずです。にもかか

わらず、裁判所は、会社更生手続き中の解雇であったということを最大限尊重したために、更正計画には

いっさいの疑念をさしはさむことなく、整理解雇に正当性のお墨付きを与えました。整理解雇法理そのも

のの適用を、きわめてゆるやかにして、４要件を形骸化するという判断を行いました。これでは、「会社

が危ない」と言いさえすれば解雇は自由だというメッセージを世の中に発信しているようにすら思います。

とりわけ、働く女性の権利を実現するという希望をもちながら、長い間、歯を食いしばって働いてきた

客室乗務員の女性の方々のことを思うと、改めて、不当で理不尽な解雇に腹が立って仕方がありません。

人選基準として使われた年齢基準の対象者は、長年、会社の昇格差別にめげずに働き続けてきた人たちで

はありませんか。

私が意見書を書くという形で関わった裁判に、育児のための「深夜業免除裁判」というものがありまし

た。当時の陳述書の中に、育児中の客室乗務員の女性たちが、日々、どのようにして働いているのか、述

べているものがありました。その内容は、今でも私の記憶に残っており、胸をうちます。そこでは、この

ように書かれていました。

「朝3時半におきて、その日にもっていく朝ご飯をつくり、支度をして、朝４時に2歳の子をたたき起こ

して着替えさせました。子どもは朝ごはんを食べずに4時半に家をでて、保育ママさんに預けました。保

育ママさんが食事を食べさせてくれて7時に保育園に連れて行ってくれました。その後、私は成田に向か

いました。夜は22時に保育ママさんのところへ迎えにいきました。ほっとしました。」

こんなにも頑張って、苦労を乗り越えて働いてきた女性たちを、会社はクビにしたのです。安倍首相に

いまさら「輝け」といわれるまでもなく、彼女たちはぴかぴかに輝いていたのです。それなのに、その彼

女たちから働く場を奪ったのが、この人員整理です。

いま、安倍政権を支持している大企業は、日本の解雇規制は岩盤規制であり、緩和が必要だと主張して

います。おかしいですよね。こんなに解雇は自由で、使用者はやりたい放題ではないですか。日本の解雇

規制は、岩盤どころか、海辺の砂山のように、ふれればさらさらと崩れるものでしかないではないですか。

こんなことは許されてはならないと、私は、心から思います。

どうかみなさん、全国各地に、私のように、みなさんを支持する人たちがたくさんいることを忘れずに、

最後まで希望を捨てずに生き抜いていただきたいと思います。これからもずっとみなさんを応援していき

ます。」
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に
更
に
力
を
入
れ
よ
う
」
と

連
帯
の
挨
拶
を
行
い
ま
し
た
。

客
室
乗
務
員
の
所
属
労
組

で
あ
る
キ
ャ
ビ
ン
ク
ル
ー
ユ

ニ
オ
ン
古
川
委
員
長
か
ら
は

「
採
用
し
て
も
採
用
し
て
も
、

き
つ
い
勤
務
に
低
賃
金
で
毎

年
６
０
０
名
以
上
が
退
職
し
、

人
員
不
足
で
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
組
む
に
も
限
界
と
会
社

も
認
め
て
い
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
不
当
解
雇
を
直
ち
に
撤

回
し
解
雇
者
全
員
を
職
場
に

戻
し
、
労
働
条
件
を
改
善
し

て
安
全
・
安
心
の
日
本
航
空

を
築
く
必
要
が
あ
る
。
春
闘

山
場
に
向
け
て
全
力
で
取
り

組
む
。
」
と
職
場
の
実
態
と

全
労
連
議
長
が
「
最
高
裁
の
不

当
決
定
が
出
よ
う
と
も
、
解
雇

し
た
者
を
職
場
に
戻
せ
と
い
う

要
求
は
当
然
で
あ
り
、
争
議
が

解
決
す
る
ま
で
運
動
は
終
わ
ら

な
い
。
」
と
主
催
者
挨
拶
を
行

い
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
大

田
労
連
寺
田
事
務
局
長
が
「
羽

田
空
港
の
地
元
、
大
田
区
の
仲

間
と
共
に
力
一
杯
闘
う
」
、
当

支
え
る
会
柚
木
事
務
局
長
が

「
Ｊ
Ａ
Ｌ
経
営
陣
は
解
決
を
決

断
す
べ
き
だ
。
原
告
を
支
え
る

た
め
に
支
え
る
会
の
会
員
拡
大

決
意
を
述
べ
ま
し
た
。

パ
イ
ロ
ッ
ト
争
議
団
・
山

口
団
長
は
「
現
在
の
職
場
の

問
題
を
改
善
し
て
安
全
運
航

を
確
立
す
る
た
め
に
も
不
当

解
雇
・
職
場
復
帰
を
勝
ち
取

る
こ
と
が
重
要
、
最
後
ま
で

闘
う
。
」
と
決
意
を
述
べ
ま

し
た
。
最
後
に
国
民
共
闘
共

同
代
表
・
金
澤
全
労
協
議
長

が
「
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な

判
断
を
示
そ
う
と
、
当
事
者

が
納
得
し
な
け
れ
ば
争
議
は

終
わ
ら
な
い
、
そ
の
為
に
は

労
使
協
議
が
不
可
欠
。
一
層

の
支
援
強
化
を
お
願
い
す
る
。
」

と
訴
え
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
に
向
け
両

側
の
歩
道
に
並
ぶ
参
加
者
全

員
で
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を

行
い
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。

15
春
闘
真
っ
只
中
、
さ
ま

ざ
ま
な
行
動
や
ス
ト
ラ
イ
キ

を
構
え
て
い
る
組
合
も
多
く

あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
５

５
０
名
と
い
う
参
加
で
日
本

航
空
本
社
に
対
し
圧
力
を
か

け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

又
遠
く
佐
賀
県
か
ら
参
加
し

て
く
だ
さ
っ
た
支
援
者
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
参
加

し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
本

当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

3
月
12
日
、
12
月
に
引
き

続
き
２
回
目
の
「
ア
タ
ッ
ク
！

Ｊ
Ａ
Ｌ
本
社
３
・
12
パ
レ
ー

ド
＆
本
社
包
囲
行
動
」
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
18
時
20
分
に

品
川
の
聖
跡
公
園
を
出
発
し

た
パ
レ
ー
ド
は
日
航
本
社
に

向
け
出
発
、
約
１
㎞
の
道
を

「
日
本
航
空
は
不
当
解
雇
を

撤
回
せ
よ
！
解
雇
し
た
１
６

５
人
を
職
場
に
戻
せ
！
」
と

シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
し
な

が
ら
パ
レ
ー
ド
を
行
い
ま
し

た
。本

社
前
で
の
集
会
は
、
国

民
共
闘
共
同
代
表
の
小
田
川

不当労働行為事件高裁判決は
6月18日に！

3月26日、東京高裁は不当労働行為事

件控訴審において、日本航空が求めた瀬

戸管財人の証人申請も必要ないと却下し

結審、6月18日14時40分（824号法廷）に

判決としました。

これは‘10年11月解雇が迫っていた年

末闘争時に、解雇撤回の要求に対するス

トライキ権投票を行っていた、キャビン

クルーユニオンと乗員組合に対し、日本

航空の管財人代理らが「スト権が確立し

たら支援機構からの3500億円の出資は行

わない」と脅しをかけた行為が東京都労

働委員会から不当労働行為と認定され、

その命令取消しを求めて日本航空が東京

地裁に提訴、地裁で敗訴した為高裁に控

訴していた事件です。

全国各地のメーデーに
参加しました！

争議団は全国各地からメーデー参加の要

請をいただき、以下の26か所で行われたメー

デーに参加してきました。

各地では訴えや物販をさせていただき、

皆さまから暖かい支援の言葉をかけていた

だき、元気をたくさんいただきました。有

難うございました。

代々木、日比谷、立川、横浜港、神奈川

反町公園、横浜公園、鎌倉由比ヶ浜、相模

原、千葉中央、千葉市原、千葉八千代台、

千葉船橋、千葉柏、千葉松戸、埼玉熊谷中

央公園、群馬碓氷、さいたま市北浦和、京

都二条城、大阪扇島、大阪中ノ島、尼崎、

兵庫三ノ宮、岡山、鳥取、愛媛、北九州。
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4
月
22
日
、
京
都
市
内
で

「
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
最

高
裁
決
定
報
告
集
会
」
が
開

催
さ
れ
た
。
主
催
し
た
の
は
、

「
日
本
航
空
の
不
当
解
雇
撤

回
を
め
ざ
す
京
都
支
援
共
闘

会
議
」
（
略
称
・
Ｊ
Ａ
Ｌ
闘

争
京
都
共
闘
）
。

ま
ず
司
会
の
佐
古
田
博
・

京
都
総
評
副
議
長
に
よ
る
開

会
の
あ
い
さ
つ
。
そ
し
て
、

主
催
者
あ
い
さ
つ
を
吉
岡
徹

世
話
人
（
京
都
総
評
議
長
）

営
の
こ
と
、
稲
盛
和
夫
名
誉

会
長
の
「
御
巣
鷹
山
が
ト
ラ

ウ
マ
に
な
っ
て
い
る
。
利
益

な
く
し
て
安
全
な
し
」
や
、

植
木
社
長
の
「
御
巣
鷹
山
は

忘
れ
よ
う
よ
」
発
言
な
ど
、

安
全
運
行
確
立
を
求
め
る
闘

い
は
急
務
と
な
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
、
勝
利
の
条
件
の
高

ま
り
の
報
告
が
な
さ
れ
、

「
憲
法
を
守
る
闘
い
が
目
の

前
に
あ
る
。
あ
き
ら
め
な
い

限
り
負
け
は
な
い
」
と
結
ん

だ
。ま

た
、
小
森
啓
子
、
神
瀬

麻
里
子
、
西
岡
ひ
と
み
さ
ん

の
三
人
の
客
乗
原
告
よ
り
、

「
宣
伝
行
動
し
て
い
る
と
、

『
こ
ん
な
こ
と
し
と
っ
た
ら

（
Ｊ
Ａ
Ｌ
や
政
府
は
）
あ
か

ん
』
と
支
援
の
声
が
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
の
報
告
を

含
め
、
『
解
雇
さ
れ
な
か
っ

た
ら
こ
ん
な
に
闘
う
仲
間
が

全
国
に
い
る
こ
と
を
知
ら
ず

に
死
ん
だ
』
と
の
４
年
の
闘

い
の
確
信
に
基
づ
く
、
力
強

い
決
意
表
明
を
受
け
た
。

参
加
者
か
ら
の
質
疑
で
も
、

整
理
解
雇
の
４
要
件
問
題
や
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が
述
べ
、
「
こ
の
最
高
裁
不

当
決
定
の
対
極
に
あ
る
の
が
、

４
月
14
日
の
福
井
地
裁
高
浜

原
発
再
稼
働
禁
止
仮
処
分
で

あ
る
」
と
、
勝
利
を
め
ざ
す

運
動
へ
の
確
信
が
述
べ
ら
れ

る
。続

い
て
脇
田
滋
・
代
表
世

話
人
（
龍
谷
大
学
教
授
）
か

ら
あ
い
さ
つ
。
「
派
遣
法
改

悪
な
ど
、
労
働
者
の
相
互
の

連
帯
を
こ
わ
す
も
の
だ
。
Ｊ

Ａ
Ｌ
争
議
団
は
良
く
闘
っ
て

い
る
し
、
自
ら
の
解
雇
撤
回

の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
の
闘

い
を
押
し
広
げ
る
闘
い
と
し

て
す
ぐ
れ
て
い
る
。
」
と
。

ま
た
脇
田
氏
は
、
整
理
解

雇
の
４
要
件
に
関
す
る
参
加

者
か
ら
の
質
問
に
も
答
え
て
、

「
解
雇
回
避
努
力
は
希
望
退

職
の
年
齢
を
下
げ
れ
ば
達
成

で
き
た
が
、
達
成
し
よ
う
と

は
し
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス

は
１
年
限
り
だ
が
、
会
社
経

営
が
上
向
け
ば
古
い
人
か
ら

優
先
雇
用
さ
れ
る
。
韓
国
も

３
年
の
優
先
雇
用
が
あ
る
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
は
そ
う
い
う
世
界
中

の
経
営
者
の
常
識
に
反
し
た

や
り
方
で
あ
り
、
闘
う
労
組

つ
ぶ
し
、
不
当
労
働
行
為
の

意
図
が
明
ら
か
だ
。
経
営
者

側
の
労
働
法
学
者
で
さ
え
批

判
し
て
い
る
。
」
と
、
世
界

的
に
真
逆
な
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
や
り

方
を
ず
ば
り
批
判
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解

雇
撤
回
客
乗
争
議
団
の
内
田

妙
子
団
長
よ
り
、
「
最
高
裁

を
超
え
て
、
職
場
復
帰
を
め

ざ
す
」
と
、
詳
細
な
４
年
間

の
法
廷
闘
争
の
み
な
ら
ず
全

体
の
闘
い
の
報
告
を
受
け
た
。

６
月
18
日
に
は
不
当
労
働
行

為
事
件
の
行
政
訴
訟
東
京
高

裁
判
決
に
勝
利
を
確
信
し
て

い
る
こ
と
、
三
次
に
亘
る
Ｉ

Ｌ
Ｏ
勧
告
を
要
請
し
て
い
る

こ
と
、
国
際
労
働
者
組
織
か

ら
の
強
力
な
支
援
の
こ
と
、

止
ま
ら
な
い
乗
員
流
出
で
危

機
に
陥
っ
て
い
る
Ｊ
Ａ
Ｌ
経

稲
盛
和
夫
が
「
経
営
の
神
様

が
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
」
と

な
っ
て
い
る
こ
と
の
細
大
漏

ら
さ
ぬ
暴
露
の
必
要
な
ど
、

意
見
が
出
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
全
厚
生
や
明
治

乳
業
な
ど
の
と
も
に
闘
う
争

議
団
よ
り
訴
え･

あ
い
さ
つ

を
受
け
、
６
月
末
の
京
セ
ラ

株
主
総
会
で
の
宣
伝
行
動
や

月
例
宣
伝
行
動
な
ど
の
提
起

含
め
た
ま
と
め
を
梶
川
憲
事

務
局
長
か
ら
受
け
、
全
員
で

「
あ
の
空
へ
帰
ろ
う
」
を
合

唱
し
闘
う
勝
利
め
ざ
す
全
体

の
意
志
を
固
め
た
。

（
Ｊ
Ａ
Ｌ
闘
争
京
都
共
闘

事
務
局
次
長
・
稲
村
守
）

通
信
19
号
に
誤
記
が
あ
り
ま

し
た
。

Ｐ
２

パ
イ
ロ
ッ
ト
の
職
場
報

告
記
事

下
か
ら
４
行
目

１
５
０
０
０
億
円
↓

１
５
０
０
億
円

Ｐ
３

客
室
乗
務
員
の
職
場
報

告
記
事

下
か
ら
９
行
目

第
二
組
合
↓
他
労
組

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。


